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告 示

高知県告示第488号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条第 1 項の規定によ

り、南国市長から次のとおり字の区域及び名称の変更について届

出があった。

平成23年 7 月29日

高知県知事　尾﨑　正直

字の区域及び名称の変更

備考　この表に表示されている区域に介在する水路である市有地

の全部を含むものとする。

高知県告示第489号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条第 1 項の規定によ

り、中土佐町長から次のとおり字の区域及び名称の変更並びに字

の廃止について届出があった。

平成23年 7 月29日

高知県知事　尾﨑　正直

字の区域及び名称の変更並びに字の廃止

大字

野中

字

北鐘突

字

東高見

大字

篠原

地番区域

606の 2 、606の 4 、607

の 2 、607の 3 

変　　　　更　　　　前 変　更　後

大字

上秋丸

字

イノキ

ノ

鶴井谷

口

鶴井谷

鶴井ノ

平

字

－

大字

大野見

野老野

地番区域

 1 、 2 の 1 、 3 の 1 、 4 

の 1 、 7 、 8 、 9 の 1 か

ら 9 の 7 まで、10から12

まで、14、16、17、18の

 1 、19の 1 、20の 1 、

21、22の 1 から22の 3 ま

で、23から25まで

29、31の 1 、31の 3 、31

の 4 、32、33、34の 1 、

35、36、38の 1 、38の

 2 、38の 5 、39の 1 、39

の 2 

822、823

826の10、826の12から

826の14まで、826の27、

826の29、826の30

変　　　　更　　　　前 変　更　後

び水路である国有地の全部を含むものとする。

 2 　上記地番は、平成23年 5 月11日現在の登記簿によ

る。

高知県告示第490号

救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第 8 号）第 1 条第

 1 項の規定により、救急病院として次のとおり認定した。

平成23年 7 月29日

高知県知事　尾﨑　正直

医療機関の名称　　所　　在　　地　　認定年月日
　認定の有効

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期限

高知県立幡多け　宿毛市山奈町芳奈 3 　平23・ 8 ・　平26・ 7 ・

んみん病院　　　番地 1 　　　　　　　 1 　　　　　31

高知県告示第491号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条及び中国残留邦人

等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律

（平成 6 年法律第30号）においてその例によるものとされた生活

保護法第49条の規定による医療機関として、次のとおり指定し

た。

　　平成23年 7 月29日

　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直　

医療機関の名称　医 療 機 関 の 所 在 地　指定年月日

花 り ん 薬 局　吾川郡いの町天王北三丁目 2 －　平23・ 7 ・ 1 

　　　　　　　　 1 

高知県告示第492号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条において準用する

同法第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国

後の自立の支援に関する法律（平成 6 年法律第30号）においてそ

の例によるものとされた生活保護法第55条において準用する同法

第49条の規定による施術機関として、次のとおり指定した。

　　平成23年 7 月29日

                                　高知県知事　尾﨑　正直　

備考　 1 　この表に表示されている区域に隣接介在する道路及

施術者氏名 指定年月日

平成23年 4 

月 1 日

佐藤　正和

施術所の名称 施術所の所在地

なはり整骨院 安芸郡奈半利町乙

4843－ 1 

高知県告示第493号                                  

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。                  

　その関係図面は、平成23年 7 月29日から 2 週間高知県土木部道

路課及び高知県中央東土木事務所において一般の縦覧に供する。

　　平成23年 7 月29日                                

                                　高知県知事　尾﨑　正直

 1 　道路の種類　県道
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区 　　　 　間
延　　　　長敷地の幅員変更前

香美市香北町小川字

トノバタケ531番 1 

地先から

香美市香北町小川字

トノバタケ550番 1 

地先まで

香美市香北町小川字

本根626番 1 地先か

ら

香美市香北町小川字

ノトノ岩632番 1 地

先まで

〜

〜

119

167

前

前

〜

〜

119

167

後

後

3.8

            　  

6.3

 3.7

            　 

10.5

6.4

          

9.0

3.7

         

10.5

（メートル）（メートル）後の別

高知県告示第494号                                  

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 2 項の規定により、

道路の供用を次のとおり開始する。                  

　その関係図面は、平成23年 7 月29日から 2 週間高知県土木部道

路課及び高知県須崎土木事務所において一般の縦覧に供する。

　　平成23年 7 月29日             

                                　高知県知事　尾﨑　正直

 1 　道路の種類　県道

 2 　路　線　名　窪川船戸

 3 　道路の区域

供 用 開 始 区 間
延　　　　長

（メートル）
供用開始年月日

 2 　路　線　名  香北赤岡

 3 　道路の区域

629
平成23年 7 月29

日

高岡郡中土佐町大野見橋谷

 7 番から

高岡郡中土佐町大野見久万

秋422番 1 まで

高知県告示第495号                                  

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 2 項の規定により、

道路の供用を次のとおり開始する。                  

　その関係図面は、平成23年 7 月29日から 2 週間高知県土木部道

路課及び高知県須崎土木事務所において一般の縦覧に供する。

　　平成23年 7 月29日             

                                　高知県知事　尾﨑　正直

 1 　道路の種類　県道

 2 　路　線　名　窪川中土佐

 3 　道路の区域

供 用 開 始 区 間
延　　　　長

（メートル）
供用開始年月日

145

143

124

平成23年 7 月29

日

平成23年 7 月29

日

平成23年 7 月29

日

高岡郡中土佐町大野見吉野

1360番

高岡郡中土佐町大野見吉野

1366番から

高岡郡中土佐町大野見吉野

483番まで

高岡郡中土佐町大野見吉野

1371番から

高岡郡中土佐町大野見吉野

1375番まで

公 告

特定非営利活動促進法（平成10年法律第 7 号）第25条第 4 項の

規定により、特定非営利活動法人の定款変更の認証の申請があっ

たので、同条第 5 項において準用する同法第10条第 2 項の規定に

より次のとおり公告する。

なお、関係書類は、平成23年 7 月20日から 2 月間高知県文化生

活部県民生活・男女共同参画課において縦覧に供する。

平成23年 7 月20日（掲示済）

高知県知事　尾﨑　正直

申請の

あった

年月日

平成23

年 7 月

20日

定款変更に係る特定非営利活動法人

営利活

動法人

高知県

有機農

業研究

会

名称

特定非

武

代表者の

氏名

田中　徳

土佐山

菖 蒲

651番

地

主たる

事務所

の所在

地

高知市

の特色でもある豊かな

自然環境に恵まれたな

か、県下各地域にとっ

ての貴重な財産であ

る、この恵まれた自然

環境への負荷を伴わず

に地力を維持培養しつ

つ、持続可能な「本来

あるべき姿の農業」

（有機農業）を回生さ

せる為、健康的で質の

良い安全な食べ物を生

産する農業を探求し、

その確立、普及を図る

と共に、食生活を始め

とする生活全般の改善

を図ることにより、農

業生産者は勿論のこ

と、消費者や地域の

人々を含むあらゆる生

物が永続的に共生出来

る環境の保全と地域社

会の発展に寄与するこ

とを目的とする。又以

上の目的達成のため、

ＮＰＯ法人日本有機農

業研究会との密なる連

携のもと活動を行って

いくものとする。

定款に記載された目的

この法人は、当高知県

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定によ

り、高知県吾南土地改良区から次のとおり退任及び就任した役員

の届出があった。

平成23年 7 月29日

  　　               　   　　　高知県知事　尾﨑  正直

役名　　　氏　名  　    住　　　　　　　所

（退任）

理事    岡本　　正　高知市春野町弘岡上1740

　〃      細川　幸利　〃　　〃　　弘岡上3116

  〃      尾崎　峯男　〃　　〃　　弘岡中 152－ 3 

  〃      武政　幸夫　〃　　〃　　弘岡中1485

  〃      高橋  敏秀  〃　　〃　　弘岡下2786

  〃       賀    巖  〃　　〃　　弘岡下1363
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  〃      元吉  政民  〃　　〃　　森山  2358

  〃      塩田  暉郎  〃　　〃　　森山  1409

  〃      矢野  駿郎  〃　　〃　　西畑  1033

　〃      山形  源一  〃　　〃　　仁ノ  1671､1672

  〃      上田  龍二  〃　　〃　　西分   122

  〃      雨森  佳彦  〃　　〃　　西分  3493

  〃      雨森  廣志  〃　　〃　　秋山   600

  〃      土居  秀博  〃　　〃　　甲殿   656

  〃      髙橋  好寛  〃　　〃　　東諸木3420

  〃      岡崎  孝志  〃　　〃　　東諸木2654－ 1 

　〃      高橋    晃  〃　　〃　　芳原   506

  監事　　三井　潤一　〃　　〃    西諸木 525－ 1 

　〃　　　中村　兆志　〃　　〃　　仁ノ　1549

　〃　　　髙橋　左右　〃　　〃　　西分　 252

　〃　　　山 　 六  〃　　〃　　弘岡中 690

（就任）

　理事    前田　眞作　高知市春野町弘岡上 486

　〃      細川　幸利　〃　　〃　　弘岡上3116

  〃      國澤　靜介　〃　　〃　　弘岡中 168

  〃      武政　幸夫　〃　　〃　　弘岡中1485

  〃      高橋  敏秀  〃　　〃　　弘岡下2786

  〃       賀    巖  〃　　〃　　弘岡下1363

  〃      元吉  政民  〃　　〃　　森山  2358

  〃      塩田  暉郎  〃　　〃　　森山  1409

  〃      矢野  駿郎  〃　　〃　　西畑  1033

　〃      松岡　義之  〃　　〃　　仁ノ  　 2 

　〃      岡部　正博  〃　　〃　　西分  2311－ 3 

　〃      山中　四郎  〃　　〃　　西分   100

  〃      雨森  廣志  〃　　〃　　秋山   600

  〃      土居  秀博  〃　　〃　　甲殿   656

  〃      髙橋  好寛  〃　　〃　　東諸木3420

  〃      岡崎  孝志  〃　　〃　　東諸木2654－ 1 

　〃      高橋    晃  〃　　〃　　芳原   506

  監事　　尾仲　潤水　〃　　〃    西諸木  78

　〃　　　中村　兆志　〃　　〃　　仁ノ　1549

　〃      雨森  佳彦  〃　　〃　　西分  3493

　〃　　　山 　 六  〃　　〃　　弘岡中 690

教 育 委 員 会 規 則

高知県立武道館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を

改正する規則をここに公布する。

平成23年 7 月29日

高知県教育委員会委員長　小島　一久

高知県教育委員会規則第18号

高知県立武道館の設置及び管理に関する条例施行規則の

一部を改正する規則

高知県立武道館の設置及び管理に関する条例施行規則（平成17

年高知県教育委員会規則第25号）の一部を次のように改正する。

別記第 1 号様式から別記第 3 号様式までを次のように改める。
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別記第 6 号様式から別記第 9 号様式までを次のように改める。
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附　則

この規則は、平成23年 8 月 1 日から施行する。

公 安 委 員 会 告 示

高知県公安委員会告示第17号

平成12年 7 月高知県公安委員会告示第 9 号（運転免許取得者教

育の認定）の一部を次のように改正する。

平成23年 7 月29日

高知県公安委員会委員長　近森　正幸

表中「代表取締役　志田　公雄」を「代表取締役　美馬　政

之」に、「株式会社四万十自動車学校」を「株式会社高知ニュー

ドライバー学院四万十自動車学校」に改める。
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